
別紙３ 

附属図書館災害・安全対策計画書 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この計画は、神奈川県立保健福祉大学附属図書館内における災害・安 

全対策について必要な事項を定め、火災・地震その他の災害から図書館利用

者と附属図書館職員（以下「職員」という）の生命を守り、併せて図書資料

と図書館の有する個人情報を守ることを目的とする。 

（管理権原者） 

第２条 管理権原者は附属図書館長とし、附属図書館内の災害・安全対策業務 

について責任を持つものとする。 

２ 附属図書館長は、消火・避難訓練の実施、大規模な地震に関する諸対策、 

大学事務局との災害安全管理に関する連絡の業務を行うものとする。 

 

第２章 火災対策 

（日常の火災予防） 

第３条 職員は常日頃から次の事項に注意しなければならない。 

（１）消火器や図書館内の階段、出入口、防火扉などの周囲には、物品を置 

かない。 

 （２）シンナーなど火災予防上危険な物品は持ち込ませない。 

 （３）異常事態を発見あるいは異常事態が発生したときには、速やかに館内 

にいる職員または事務局職員に連絡する。特に夜間においては、直ち 

に守衛棟職員に連絡する。 

（火気の使用制限） 

第４条 冷蔵庫・電子レンジ及びその他の電気器具は指定された場所において 

のみ使用できる。 

（火災時の活動） 

第５条 火災時の活動は次のとおりとする。 

 （１）全体の火災情報及び図書館周囲の状況収集を行い、館内の放送設備に 

より在館者に対して必要な情報を知らせる。 

 （２）火及び煙が館内のどの方角から入り込んでくるかを見極め、館外へ原 

則徒歩により避難誘導する。 



第３章 地震対策 

（警戒宣言発令時における誘導案内） 

第６条 適切な徒歩による誘導、案内により混乱防止を図るものとする。 

（地震後の安全措置） 

第７条 地震が発生した場合は、図書館利用者と職員の身の安全を守ることを 

最優先に、次の安全措置を速やかに行うものとする。 

（１）火気使用設備・器具の直近にいる職員は、元栓、器具栓の閉止又は電 

源の遮断を行い、事務局職員又は守衛棟職員に報告する。 

 （２）全職員で館内の機器や物品・図書等の転倒、落下等の有無を確認し、 

事務局職員又は守衛等に報告する。 

（震災時の活動） 

第８条 震災時の活動は次のとおりとする。 

（１） 情報収集・伝達活動 

 ア テレビ、ラジオ等により震災情報の収集を行い、周囲の状況を把握する。 

 イ 館内の放送設備により在館者に対して必要な情報を知らせるとともに、

適切な指示を行う。 

（２） 避難誘導活動 

 ア 図書館棟は、最新工法による耐震工事が施されているので在館者を館内

に待機させ周囲の状況を把握するとともに、津波による浸水被害のことを

考慮して４階フロアーに誘導する。 

 

第４章 附属図書館内の迷惑対策 

（基本的考え） 

第９条 利用者の安全確保が最優先であり、同時に職員自身の安全に留意し、 

職員は決して無理な行動は行わないことを基本とする。 

２ 危機・トラブルの当事者への対応に関しては、人権侵害にならないように、

人権被害が拡大しないように十分配慮をしなければならない。 

（迷惑行為等への対応） 

第１０条 想定される次の行為に対しては、複数の職員で対処し、通常の時間

においては学内事務局職員に、また夜間や緊急時には守衛棟職員に通報し対

応する。なお、利用者の持ち物に関する事項は、自己管理責任を原則とし、

警察に盗難届けを出してもらうことを基本とする。 

 （１）館内で奇声・大声・徘徊する者、泥酔者を見つけた場合 

   （２）職員への暴言・暴力など嫌がらせ行為、喧嘩・喫煙行為を行う者を見



つけた場合 

 （３）携帯電話の使用、飲食、雑談、たむろ、盗撮行為を見つけた場合 

 （４）他人になりすまして利用者登録を使用した者を見つけた場合 

 （５）館内で急病人が発生した場合 

（６）利用者から持ち物の盗難・置き引きの被害の訴えがなされた場合 

（７）資料の汚破損を現に行っているものを見つけた場合 

（８）資料の無断持ち出しをしようとしたものを見つけた場合 

 

第５章 附属図書館が有する個人情報保護対策 

（基本的考え） 

第１１条 「神奈川県個人情報保護条例」に従い、「図書館の自由に関する宣言  

第３・・・図書館は利用者の秘密を守る。（日本図書館協会１９５４採択）」

を基本として個人情報漏洩の防止徹底を図るものとする。 

（利用者カード等の取り扱い） 

第１２条 一般利用者カード申請用紙、予約申込書、貸出返却記録、附属図書 

館で有する学生の氏名・学年・学内メールアドレスに関する情報の取り扱い 

は、職員のみが取り扱うことが出来る。 

２ 職員は、職務上知りえた情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も 

また同様とする。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この計画書は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

 

別表 附属図書館職員緊急連絡先表（別途示す） 

別図 避難経路図（附属図書館） 


